
NEWS 
 
 

Chugoku Transport & Tourism Bureau 

人と物の移動を見つめ支えます 

国土交通省中国運輸局 

令和５年３月２４日 

 

 

 

 

 

令和４年１２月２０日、西日本旅客鉄道株式会社（以下「同社」という。）から、近畿

統括本部吹田総合車両所京都支所内において、構内業務を委託している会社（以下「委託

会社」という。）の構内運転士が酒気を帯びた状態で車両に乗務していたこと及び米子駅

の委託会社において、アルコール検知器を用いた検査による酒気帯びの有無の確認が適切

に行われていないことの報告がありました。 

これを受けて、中国運輸局では、昨年１２月２１日から２２日まで保安監査を実施した

結果、改善を要する事項が認められたことから、３月２４日付けで、近畿運輸局長から同

社に対して改善措置を講ずるよう指示（中国運輸局長の指示を兼ねる）しましたのでお知

らせします。 

 

 
 
■改善指示の概要 
 

１．運転士が酒気を帯びた状態で列車等に乗務しないように、同社及び委託会社の運転士

と点呼執行者に対して、飲酒に関する安全意識の再徹底並びに法令及び規程等の遵守に

係る再教育を行うこと。 

２．同社及び委託会社において、運転士に対する酒気帯びの有無の確認に当たっては、点

呼執行者が運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いた検査が確

実に行われるよう体制を見直すこと。 

３．同社における鉄道輸送の安全を確保するため、同社自らが問題点を見つけ改善するこ

とができるよう安全管理体制を再構築すること。 

 

■添付資料 
  
保安監査の結果について（写） 

  

 

 

西日本旅客鉄道株式会社に対する改善指示について（概要） 

【問い合わせ先】 

中国運輸局 鉄道部 鉄道安全監査官 

 担 当：高田（たかた） 

藤川（ふじかわ） 

   ☎082-228-8799 

同時発表：近畿運輸局 
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